
基本的人権の尊重
自由権

自由権

社会権

社会権

個人の尊重と法の下の平等（平等権）

平等権

生きる権利 守られる権利 育つ権利

身体の自由

教育を受ける権利 勤労の権利

精神の自由

生存権

参政権

参政権

請求権

裁判を受ける権利

参加する権利

経済活動の自由

など自由に生きる

ための権利

人間らしく生きる

ための権利
人権保障を確実にする

ための権利

人権保障を確実にする

ための権利

治療をうけられること

防げる病気で命を

失わないこと

健康で文化的な

最低限度の生活を

営む権利

・労働基本権

・団結権

・団体交渉権

・団体行動権

・選挙権

・被選挙権

教育基本法

・思想・良心の自由

・信教の自由

・表現の自由

・学問の自由

・奴隷・苦役からの自由

・法定手続きの保障

・逮捕、捜索などの要件

・拷問、自白強要の禁止

・居住、移転、職業選択の自由

・財産権の保障

虐待、搾取から守られること

障がい、少数民族など特別に

守られること

教育を受ける、考えること信

じることの自由が守られ自分

らしく育つことができること

自由に意見を表明したり

集まったり自由な活動が

できること
等しく生きるための権利

+

子どもの権利

部落差別の撤廃

アイヌ民族差別の撤廃

在日韓国・朝鮮人への差別撤廃

男女平等（１９６５年　男女雇用機会均等法

　　　　　１９９９年　男女共同参画社会基本法）

障がいのある人への理解

・障害者基本法

・インクルージョンの実現 （教育、就職面で不自由なく生活できる）

・バリアフリー化

次の自由は何の自由にあたるでしょうか？

①言いたいことを自由に発言する自由

②住みたいところに住む自由

③財産を勝手に奪われない自由

④読みたい本を読む自由

⑤働いて自分の収入を得る自由

⑥自分の好きなことを学ぶ自由

⑦信じたい宗教を信仰する自由

⑧つきたい職業に就く自由

⑨手続きなしに逮捕されない自由


